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弊会テクニカルインフォメーション TEC-1031 (2015 年 6 月 2 日付) にて既にお知らせしておりますと

おり、燃費消費実績報告制度に関する欧州規則 (EU MRV 規則) が 2015年 7月 1日に発効されま

した。 
これによりEU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GTを超える船舶については、燃料消費量等のデ

ータ収集・報告を実施するための監視計画書（モニタリングプラン）及び排出報告書（エミッションレポ

ート）を作成し、EU 各国のいずれかの認定団体より認定を得た検証者への提出が義務付けられるこ

ととなりました。 
船社様（船舶の所有者又は、船舶管理者あるいは運航に責任を持つ者）におかれましては、2017 年

8 月 31 日までにモニタリングプランを認証者へ提出することが求められており、同プラン作成のため

の対応が適宜進められていることと思慮致します。 
 
弊会におきましては、2017 年 3 月末までに検証者として認定を受けるべく鋭意準備を進めておりま

す。併せて、本会は細則制定に関わる ESSF shipping MRV verification and accreditation subgroup
のメンバーとして積極的に参加し、欧州委員会における技術的な細則制定の動きを引き続き注視し、

本件に関する最新情報を提供して参ります。 
 
なお、下記 URL より欧州委員会が提供する Documentation（含、最新のテンプレート及び規則）をご

確認いただけますので、ご活用願います。 
http://ec.europa.eu/clima/index_en> Policies > Reducing emissions from transport > Shipping 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 認証２部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2412 
Fax: 03-5226-2179 
E-mail: qpd@classnk.or.jp 
 
◇2018 年 3 月 31 日までの担当部署 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 認証サービス企画部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2412 
Fax: 03-5226-2179 
E-mail: qpd@classnk.or.jp 


